
健康診断結果フォローサービス

このようなお困りごとはございませんか？

職場の健康管理、健康の保持増進を目的とした

「健康診断結果フォローサービス」が、解決します！

貴社での健康診断実施後の「事後措置業務」をサポートします

事後措置業務でのサポートの例

健診後の医師等からの意見

聴取を十分に行えていない。

実施状況も正確に把握でき

ていない・・・

全国に営業所や支店が

あるため健康診断実施後の

ことまで手が回っていない・・・

毎年の労働基準監督署への

報告書作成に手間がかかっ

ている・・・

医療専門職が在籍していない

ため、健康診断実施後の社

員へのフォローアップができて

いない・・・

健康診断結果の

「就業判定」

・ 産業医（認定産業医の資

格を持つ医師）が結果に基づ

く医師の意見を健康診断結果

票に記載します。

・ 産業医の意見で就業上の措

置の検討が必要な場合、健康

管理ご担当者様へ連携します。

定期健康診断

結果報告

・ 健康診断結果をデータに変

換し集計等の後、労働基準

監督署へ提出する「定期健康

診断結果報告書」の作成をサ

ポートします。

・ 健康診断結果（データ）を

集計しご報告書等にまとめます。

健康診断結果の

保管管理

・ 個々の健康診断結果票を

PDFに変換し、事業所での

データ保管管理のサポートを

行います。



セコムトラストシステムズ㈱が提供する「セコムあんしん健康診断管理サービス」というクラウド型のシステムを

用いて健診結果のデータ管理等を行うことが可能となります。

「セコムあんしん健康診断管理サービス」を用いたサービスのご案内

医療職による健康サポート

・ システムのメッセージ機能を用いて、健康診断結果に基づく保健指導を弊社の保健師・看護師・ 管理

栄養士が実施します。また、社員個人からの 健康診断結果に関する健康相談にも対応します。

・ 社員の方はシステムでいつでもご自身の健康診断結果を閲覧することができます。

職場の適切な健康管理や、人事ご担当者様の管理業務負担軽減にお役立てください！

｜セコムあんしん健康診断管理サービスの詳細は、こちら をご参照ください。

既に他社の健康診断管理システムを導入しています。

本サービスを利用するには、システムの切り替えが必須なのでしょうか？

現状の社内状況から、すべてのサービスを一括導入ではなく、一部サービス

（健康診断結果の「就業判定」のみ等）を利用することは可能ですか？

貴社の現行の健康管理体制をお伺いし、状況に応じたサービスのご提案を

行っておりますので、お気軽にご相談ください。

さらに、オプションとしてシステムを活用した以下のサービスをご利用いただくことも可能です。（要別途料金）

センシティブな情報を安全に保管

健康診断結果をセコムのデータセンターで安全に保管します（保管期間：７年）。

よくあるご質問

健康診断の受診管理の効率化

健康診断の受診状況をシステムで収集し、受診状況の管理を行うことができます。

労基署への提出書類作成

報告の対象となるデータを抽出し、「定期健康診断結果報告書」を自動で作成することができます。

セコム医療システム株式会社 健康サービス部

TEL ： 03-3357-8930（代表／平日9時～18時）

MAIL： こちら からご連絡ください。

お問い合わせ

https://www.secomtrust.net/service/cloud/kenshin/
https://medical.secom.co.jp/inquiry/form.html?type=que&cat=3

